
魚 津 市 公 園 里 親 制 度 実 施 要 綱  

 

(目 的 ) 

第 1 条  こ の 要 綱 は 、市 が 管 理 す る 都 市 公 園 、そ の 他 公 園 、緑 地 等

（ 以 下 「 公 園 等 」 と い う 。 ） の 美 化 及 び 保 全 の た め 、 市 民 が 公 園

等 の 里 親 と な っ て ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 実 施 す る こ と に よ り 、環 境

美 化 等 に 対 す る 市 民 意 識 の 高 揚 を 図 り 、市 民 、 事 業 者 及 び 市 が 一

体 と な っ て 美 し く 住 み よ い ま ち づ く り を 推 進 す る こ と を 目 的 と す

る 。  

(参 加 資 格 ) 

第 ２ 条  里 親 制 度 に 登 録 す る こ と が で き る も の は 、 市 内 に 居 住 し 、

又 は 通 勤 し 、 若 し く は 通 学 す る 小 学 生 以 上 で 構 成 す る 団 体 若 し く

は 個 人 と す る 。  

２  前 項 の 団 体 の 代 表 者 は 、満 20 歳 以 上 の 者 で な け れ ば な ら な い 。  

(里 親 の 活 動 ) 

第 ３ 条  里 親 は 、登 録 し た 公 園 等 に お い て 次 に 掲 げ る 活 動 を 実 施 す

る も の と す る 。  

⑴  清 掃 及 び 空 き 缶 や 散 乱 ゴ ミ 等 の 収 集 ・ 廃 棄  

⑵  樹 木 及 び 花 壇 の 維 持 管 理  

⑶  除 草 及 び 草 刈  

⑷  遊 具 等 の 点 検 及 び 軽 微 な 補 修  

⑸  点 検 等 に よ り 異 常 を 発 見 し た 場 合 の 通 報 及 び 情 報 の 提 供  

⑹  そ の 他 必 要 な 活 動  

(市 の 支 援 ) 

第 ４ 条  市 長 は 、 里 親 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 支 援 を 行 う も の と す る 。 

⑴  前 条 に 規 定 す る 活 動 に 必 要 な 消 耗 品 の 支 給 及 び 備 品 の 貸 与  

⑵  希 望 し た 場 合 の 里 親 活 動 の 標 示 板 の 設 置  

⑶  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 保 険 」 へ の 加 入  

⑷  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

(里 親 の 登 録 ) 

第 ５ 条  里 親 の 登 録 を 希 望 す る も の は 、 公 園 里 親 登 録 届 (様 式 第 １

号 )を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 登 録 届 の 提 出 を 受 け た と き は 、速 や

か に こ れ を 審 査 し 、適 正 で あ る と 認 め る と き は 、里 親 と 合 意 書 (様

式 第 ２ 号 )を 取 り 交 わ す も の と す る 。  

（ 実 施 期 間 ）  



第 ６ 条  里 親 と な る 期 間 は 、合 意 書 を 取 り 交 し た 日 の 翌 日 か ら 年 度

末 と ま で と す る 。 た だ し 、 里 親 と 市 の 双 方 に 異 議 が な い 場 合 は 、

更 に １ 年 延 長 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、様 式 第 １ 号 別

紙 を 、 ４ 月 １ 日 現 在 の 内 容 で 、 毎 年 提 出 す る も の と す る 。  

（ 傷 害 の 補 償 等 ）  

第 ７ 条  里 親 が 里 親 制 度 の 活 動 中 に 被 っ た 傷 害 又 は 第 三 者 へ の 賠 償

責 任 に つ い て は 、 原 則 と し て 市 で 加 入 し て い る 「市民総合賠償補償

保険」又は「 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 保 険 」に よ り 、こ れ を 補 償 し 、又 は

賠 償 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、里 親 の 代 表 者 は 、当 該 傷 害 又 は

損 害 に 係 る 事 故 発 生 報 告 書 (様 式 第 ３ 号 )を 遅 滞 な く 市 長 に 提 出 す

る も の と す る 。  

（ 里 親 の 辞 退 ）  

第 ８ 条  里 親 の 代 表 者 は 、里 親 を 辞 退 す る と き は 、公 園 里 親 辞 退 届

(様 式 第 ４ 号 )を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 登 録 の 取 消 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、次 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る と 認 め た と き は 、里 親

の 登 録 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

⑴  里 親 が 、 こ の 要 綱 若 し く は 合 意 書 の 内 容 に 反 し 、 又 は 履 行 し

な い と き 。  

⑵  里 親 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 が あ っ た と 認 め た と き 。  

⑶  里 親 で あ る 団 体 が 解 散 そ の 他 の 事 由 に よ り 里 親 活 動 を 続 け る

こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る と き 。  

２  市 長 は 、里 親 に 対 し 、前 項 の 規 定 に 基 づ き 里 親 認 定 を 取 り 消 し

た と き は 、魚 津 市 公 園 里 親 認 定 取 消 通 知 書 (様 式 第 ５ 号 )に よ り 通

知 す る も の と す る 。  

（ 庶 務 ）  

第 10条  公 園 里 親 制 度 に 関 す る 庶 務 は 、都 市 計 画 課 に お い て 処 理 す

る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 平 成 19 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  




